

令和８年度社会福祉法人・社会福祉施設等運営指導及び監査方針

福島県社会福祉法人・社会福祉施設等運営指導及び監査実施要綱（以下「要綱」という。）第５条の規定に基づき、運営指導及び監査方針並びに重点指導事項を以下のとおり策定する。

社会福祉法人の運営においては、法人のガバナンスの強化等を目的とする改正社会福祉法が本格施行されてから９年が経過し、法人制度改革の理解が概ね定着しつつあるが、一部法人に、承認申請や届出が適正になされていない事例が散見されたことなどから、法令に則った適切な法人運営が求められている。
一方、社会福祉施設（以下「施設」という。）の運営においては、一部の施設に、業務継続計画の内容の不備や、研修・訓練を適切に実施していない事例があり、災害や感染症が発生した場合であっても、利用者の安全を確保するとともに、業務を継続させる観点から、当該計画を整備して、研修及び訓練を実施し、それらの記録を保存する必要がある。さらに、利用者の事故について県及び市町村に報告書が提出されていない事例があったことから、関係機関等と連携を取りながら利用者の立場に立った対応を取ることなど、適切な施設運営に積極的に取り組むことが求められている。

【重点事項】
１　社会福祉法人に対する運営指導及び監査（以下「監査等」という。）
　(1) 適正な組織運営
ア　評議員（選任・解任委員を含む）、理事及び監事の適切な選任
イ　評議員会及び理事会における招集の適正な通知、理事・評議員の出席
ウ　社会福祉法人の関係者に対する特別の利益の供与の禁止
エ　定款における必要事項の記載、削除等の規定の整備
オ　法人登記について法令で定める期限内の変更の手続
　(2) 適正な計算書類並びに会計処理の確保
ア　適正な計算書類（注記含む）及びその附属明細書並びに財産目録の作成
イ　適正な契約、入札等の会計処理の確保及び内部牽制体制の確認
ウ　法人経理規程等における規定の整備、規程に基づく適切な経理処理
２　社会福祉連携推進法人に対する監査等
　(1) 適正な組織運営
ア　理事及び監事並びに社会福祉連携推進評議会構成員の適切な選任
イ　理事会における招集の適正な通知、理事の出席
ウ　社会福祉連携推進評議会の開催及び業務評価
エ　社会福祉連携推進方針に従った業務の実施
　(2) 適正な計算書類並びに会計処理の確保
ア　適正な計算書類及びその附属明細書等の作成
イ　適正な契約、入札等の会計処理の確保及び内部牽制体制の確認
ウ　法人経理規程における規定の整備

３　社会福祉施設に対する監査等
　(1) 運営管理体制の確立
ア　非常災害対策（防災、防犯対策）及び避難訓練の実施
イ　事故防止、安全対策の徹底並びに事故発生時の迅速な協力医療機関との連携、関係機関への報告等適切な対応及び再発防止策の実施
ウ　業務継続計画の策定及び当該計画に基づく研修、訓練の実施

(2) 適切な利用者処遇の確保
ア　利用者個人の尊厳への配慮、権利擁護及び虐待防止の推進に向けた取組 
イ　苦情、相談体制の整備及び苦情に対する適切な対応
ウ　保育所等における入所時の利用者の健康診断の実施
エ　障害者支援施設における地域連携推進会議の実施及び利用者の地域移行等確認の実施
オ　経理規程等の遵守及び通帳・銀行印の管理等における内部牽制体制の確認
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